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【協議事項】 

「兵庫県健康づくり推進実施計画（第３次）」の策定について 

 

１ 第３次計画へ記載する事項の検討 

兵庫県健康づくり推進実施計画（第３次）の 1 章に、各主体の役割の記載が

あります。現在は、第２次計画に記載のあった事柄を継続して掲載しています。 

 

各委員のご所属の健康づくりに関連する取り組みなどもご紹介いただきなが

ら、各お立場から、下記の関係者の役割の追記や修正等のご意見などを頂戴でき

ますと幸いです。 

 

また、資料 4-3 として計画の概要版と、資料 4-4 として 3次計画の目標項目

一覧を配布しております。 

働き盛り世代の健康づくりやその他全般的なことなど、3次計画案に対するご

意見・ご感想がありましたら、こちらも頂戴できますとありがたく思います。 

 

兵庫県健康づくり推進実施計画（第３次）第１章基本的事項「関係者の役割」 

主体 役割 

県民 

〇ひょうご健康づくり県民行動指標の実践 

〇健康づくりや疾病予防に関する正しい知識の習得 

〇定期的な健康診断の受診などによる自らの健康状態の

把握 

〇必要な保健指導等の利用や相談窓口の活用、健康づくり

に関する講習会等への参加 

県 

（本庁・健康福祉事務所） 

〇健康づくり施策の実施主体（市町村実施分を除く） 

〇兵庫県健康づくり推進実施計画の推進 

〇県民の健康づくりの実態把握（調査・評価・公表） 

〇市町等保険者の健康づくり施策推進への必要な支援 

〇施策実現のための各主体との調整 

市町 

〇健康づくり施策の実施主体 

〇市町健康づくり関係計画の策定と推進 

〇住民健診、健康教育、健康相談等の市町保健事業の実施 

〇住民に対する健康づくりに関する普及啓発 

〇各主体（職域等の関係団体）との連携促進 

〇地域活動団体への活動支援 
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医療保険者 

〇健診（検診）・保健指導の必要性の普及啓発及び実施 

〇被保険者が健診等を利用しやすい体制づくり 

〇被保険者に対する健康づくり事業の実施 

職能団体 

（医師会等） 

〇専門職を対象とした研修会の開催等の専門職支援 

〇所管する団体間や自治体との連携の推進 

保健医療機関 

（病院・薬局等） 

〇疾病や傷病の治療や予防 

〇各種保健・福祉サービスの提供 

〇かかりつけ患者からの相談対応 

健康ボランティ

ア・地域活動団体 

（婦人会、愛育班、いずみ

会等） 

〇住民の健康づくりのための自主的な取組の支援・推進 

〇県・市町等が行う健康づくり施策への協力 

〇健診や検診への参加を促す声かけ 

〇地域における見守り活動等の実施 

事業所・企業 

〇労働者（従業員）に対する健康づくりの取り組みの実施 

〇事業所健診の実施及び従業員が健診（検診）・保健指導

を利用しやすい環境づくり 

〇兵庫県健康づくりチャレンジ企業への登録、支援メニュ

ーを活用した健康づくりの取組の推進 

労働・産業保健関

係機関 

（兵庫産業保健総合支援

センター、兵庫労働局等） 

〇産業保健スタッフに対する研修会の開催等の支援 

〇健診（検診）・保健指導への協力や、普及啓発の実施 

〇職場におけるメンタルヘルス対策の推進 

〇職場における疾病の理解及び支援体制整備の推進 

教育関係機関 

（学校等） 

〇児童・生徒に対する健康づくりの取組の実施 

〇地域保健と連携した健康教育や相談の実施 

大学・研究機関 
〇自治体や関係機関に対する専門的助言 

〇健康づくりに関する調査分析・研究の実施と成果の普及 

 


